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二
0
0
八
年
七
月
に
清
華
大
学
が
入
手
し
た
竹
簡
群
は
、
清
華

簡
と
呼
ば
れ
、
現
在
も
解
読
と
整
理
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

成
果
の
一
部
が
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
翌
）
』
と
し
て
公
刊
さ

れ
和
1
)
、
本
格
的
な
清
華
簡
研
究
が
始
動
し
つ
つ
あ
る
。

清
華
簡
は
戦
国
中
晩
期
の
竹
簡
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

炭
素
十
四
測
定
法
で
は
紀
元
前
三

0
五
年
土
三

0
年
と
い
う
測
定

結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
今
回
公
表
さ
れ
た
の
は
、
『
手
至
』
・
『
手

詰
』
・
『
程
病
』
・
『
保
訓
』
・
『
者
夜
』
・
『
金
膝
』
・
『
皇
門
』
・
『
祭
公

之
顧
命
（
祭
公
）
』
・
『
楚
居
』
の
九
篇
で
あ
り
、
歴
史
関
係
の
書

籍
が
多
数
を
占
め
て
い
る
点
に
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
中
に
含
ま
れ
る
『
皇
門
』
と
命
名
さ
れ
た
一
篇
は
、
今
本

『
逸
周
書
』
皇
門
篇
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
も
つ
文
献
で
あ
り
、
こ

の
他
、
『
祭
公
之
顧
命
（
祭
公
）
』
や
『
程
膳
』
も
『
逸
周
書
』
と

序

言 清
華
簡

『
皇
門
』

解
題

中
国
研
究
集
刊
蜆
号
（
総
五
十
三
号
）
平
成
二
十
三
年
六
月
ニ
ニ
九
ー
ニ
四
二
頁

関
連
深
い
文
献
で
あ
る
。

従
来
、
『
逸
周
書
』
は
、
文
献
的
信
憑
性
の
問
題
な
ど
も
あ
り
、

あ
ま
り
積
極
的
に
は
研
究
の
俎
上
に
の
ぼ
る
こ
と
の
な
い
文
献
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
清
華
簡
の
発
見
に
よ
り
、
少
な
く
と

も
そ
の
一
部
は
、
戦
国
中
晩
期
以
前
の
古
い
内
容
を
伝
え
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
未
だ
整
理
中
の
文

献
も
多
数
あ
り
、
『
逸
周
書
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
今
後
発
表
さ
れ

る
諸
篇
も
含
め
て
総
合
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
今
後
、
こ
う
し
た
問
題
は
必
ず
や
議
論
の
的
の
一
っ
と
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
見
据
え
つ
つ
、
そ
の
基

礎
作
業
の
一
貫
と
し
て
清
華
簡
『
皇
門
』
の
概
要
を
紹
介
し
、
併

せ
て
今
後
課
題
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
諸
問
題
に
つ
い
て
述
べ

る
こ
と
と
し
た
い
。

届
I

田

ネ

也
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二
、
清
華
簡
『
皇
門
』
釈
読

一
、
書
誌
情
報

を
参
考
に
、
『
皇
門
』

ま
ず
前
掲
書
『
皇
門
』
の
「
説
明
」

誌
情
報
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
。

本
篇
の
竹
簡
は
十
三
枚
。
節
長
は
四
十
四
•
四

g
前
後
。
三
道

編
餞
。
一
簡
あ
た
り
の
字
数
は
、
三
十
九
字

S
四
十
二
字
と
一
定

し
な
い
。
も
と
も
と
の
篇
題
は
な
く
、
内
容
が
今
本
『
逸
周
書
』

皇
門
篇
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
「
皇
門
」
と
命
名
さ
れ
た
。

竹
簡
の
背
面
に
は
排
列
番
号
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
今
本
と

の
対
応
か
ら
み
て
も
竹
簡
の
排
列
に
問
題
は
な
い
。
第
十
簡
の
上

端
の
二
字
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
今
本
を
参
考
に
そ
れ
を
補
う
こ

と
が
で
き
る
。
な
お
、
本
篇
の
整
理
は
、
李
均
明
氏
が
担
当
し
て

い
る
。

の
書

以
下
に
清
華
簡
『
皇
門
』
の
釈
文
・
訓
読
・
現
代
語
訳
を
載
せ

る
。
釈
文
の
大
部
分
は
、
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
翌
）
』
に
依

拠
し
て
い
る
が
、
一
部
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
発
表
さ
れ
て
い

る
論
文
な
ど
を
参
考
に
文
字
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
【
】
内
の

数
字
は
、
竹
簡
の
整
理
番
号
。
な
お
、
本
稿
で
は
『
皇
門
』
の
全

体
的
な
把
握
を
目
的
と
す
る
た
め
、
釈
文
中
の
文
字
は
極
力
通
行

の
字
体
を
使
用
し
、
文
字
等
の
考
証
に
関
し
て
も
、
重
要
な
箇
所

の
み
を
末
尾
の
語
注
に
記
す
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
、
付
録
と
し

て
本
稿
末
尾
に
清
華
簡
『
皇
門
』
と
『
逸
周
書
』
皇
門
篇
の
対
照

表
を
附
し
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

維
正
[
月
]
庚
午
ヽ
公
格
在
者
（
庫
)
門
o

公
若
日
ヽ
「
嗚
呼
ヽ

③
 

朕
寡
邑
小
邦
、
蔑
有
者
考
虚
（
慮
）
事
魂
（
屏
）
朕
立
（
位
）
、

鰭
（
陣
）
朕
皆
（
沖
）
人
非
敢
不
用
明
刑
。
惟
莫
頁
（
開
）

【
1
】
余
嘉
徳
之
説
。
今
我
卑
（
醤
）
小
干
大
。
我
聞
昔
在

二
有
國
之
哲
王
、
則
不
共
（
恐
）
干
卸
。
廼
惟
大
門
宗
子
執

（
通
）
臣
、
愁
揚
嘉
徳
、
乞
（
迄
）
有
症
（
賓
）
、
以
【
2
】

助
厭
辟
、
勤
卸
王
邦
王
家
。
廼
芳
求
選
揮
元
武
聖
夫
、
羞
千

王
所
。
自
盛
臣
至
千
有
分
私
子
、
荀
克
有
諒
、
亡
不
密
（
榮
）

達
、
猷
言
【
3
】
在
王
所
。
是
人
斯
助
王
、
恭
明
祀
、
敷
明

刑
。
王
用
有
監
、
多
憲
正
（
政
）
命
、
用
克
和
有
成
。
王
用

能
承
天
之
魯
命
、
百
姓
萬
民
用
【
4
】
亡
不
脹
（
擾
）
比
在

王
廷
。
先
王
用
有
勤
、
以
瀕
（
賓
）
佑
干
上
。
是
人
斯
既
助

蕨
辟
、
勤
努
王
邦
王
家
。
先
神
示
（
祇
）
復
式
用
休
、
卑
（
伸
）

備
（
服
）
【
5
】
在
蕨
家
。
王
邦
用
蓋
、
小
民
用
椴
能
稼
稿
、

井
祀
天
神
。
戎
兵
以
能
興
、
軍
用
多
賞
。
王
用
能
蕪
（
奄
）

有
四
安
（
郡
）
、
遠
土
不
（
不
一
）
承
、
子
孫
用
【
6
】
末
被
先

王
之
耽
光
。
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維
れ
正
[
月
]
庚
午
ヽ
公
ヽ
庫
門
に
格
る
o

公
若

v日
vヽ
「
嗚
呼
ヽ

朕
の
寡
邑
小
邦
、
者
考
の
事
を
慮
り
て
朕
位
に
屏
た
る
こ
と

な

ゆ

え

有
る
蔑
く
、
騨
に
朕
沖
人
は
敢
え
て
明
刑
を
用
い
ず
ん
ば
非

な

ず
。
惟
れ
余
に
嘉
徳
の
説
を
開
く
も
の
莫
け
れ
ば
な
り
。
今
、

我
れ
小
よ
り
大
に
替
さ
ん
。
我
れ
聞
く
、
昔
の
二
有
國
の
哲

王
に
在
り
て
は
、
則
ち
卸
を
恐
れ
ず
。
廼
ち
惟
れ
大
門
宗
子

っ

と

い

た

そ

適
臣
、
慾
め
て
嘉
徳
を
揚
げ
、
賣
を
有
つ
に
迄
り
、
以
て
蕨

き
み

の
辟
を
助
け
、
勤
め
て
王
邦
王
家
を
卸
う
。
廼
ち
妾
く
求
め

す

す

よ

て
元
武
•
聖
夫
を
選
揮
し
、
王
所
に
羞
む
。
驚
臣
自
り
有
分

ま

こ

と

よ

ま

こ

と

私
子
に
至
る
ま
で
、
荀
に
克
＜
諒
を
有
ち
て
、
榮
達
せ
ざ
る

な

は
亡
く
、
言
を
王
所
に
猷
ず
。
是
の
人
斯
ち
王
を
助
け
、
明

つ

つ

し

も

つ

祀
を
恭
み
、
明
刑
を
敷
く
。
王
は
用
て
監
有
り
て
、
多
憲
政

も

つ

よ

も

つ

命
は
、
用
て
克
く
和
し
て
成
有
り
。
王
は
用
て
能
＜
天
の
魯

も

つ

な

き
命
を
承
け
、
百
姓
萬
民
は
用
て
王
廷
に
擾
比
せ
ざ
る
は
亡

も

っ

た

す

し
。
先
王
は
用
て
勧
有
り
て
、
賓
を
以
て
上
を
佑
く
。
是
の

す

な

わ

こ

と

ご

と

そ

き

み

人
斯
ち
既
＜
蕨
の
辟
を
助
け
て
、
王
邦
王
家
に
勤
努
す
。
先

む

く

そ

も

つ

よ

み

そ

神
祇
は
復
い
て
式
れ
用
て
休
し
、
蕨
の
家
に
服
せ
し
む
。
王

邦
は
用
て
盆
く
、
小
民
は
用
て
椴
い
に
能
＜
稼
稽
し
て
、
井

も
っ

に
天
神
を
祀
る
。
戎
兵
以
て
能
く
興
り
、
軍
は
用
て
賓
多
し
。

も

つ

も

つ

王
は
用
て
能
く
四
郡
を
奄
有
し
、
遠
土
も
不
＿
承
し
、
子
孫
は
用

て
末
ま
で
先
王
の
歌
光
を
被
る
。

正
月
庚
午
、
周
公
は
庫
門
に
至
り
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
あ

あ
、
我
が
小
邑
小
国
よ
、
長
老
た
ち
は
事
態
を
憂
慮
し
て
、
我
が

位
に
藩
屏
と
し
て
守
護
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
で
私
み
ず
か
ら
（
先

王
の
）
正
道
を
用
い
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
（
汝
等
が
）

よ
き
徳
で
私
を
教
え
導
く
こ
と
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
今
、
私
は

小
か
ら
大
に
至
る
ま
で
の
全
て
の
人
々
に
教
え
諭
そ
う
と
思
う
。

い
に
し
え

私
は
次
の
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。
古
の
（
夏
・
殷
）
二
国
の
明

王
に
お
い
て
は
、
憂
い
を
恐
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
（
王
を
支
え

る
）
貴
族
一
門
や
近
臣
た
ち
は
美
徳
に
つ
と
め
て
宝
を
保
ち
、
そ

の
君
を
補
佐
し
て
王
国
王
家
の
た
め
に
勤
労
し
た
。
ま
た
、
広
く

武
人
・
賢
者
を
求
め
て
王
に
推
挙
し
た
。
さ
ら
に
、
治
臣
か
ら
血

族
に
至
る
ま
で
本
当
に
よ
く
誠
を
保
持
し
て
栄
達
し
な
い
も
の
は

な
く
、
王
に
進
言
を
行
っ
た
。
こ
の
人
々
は
、
王
を
助
け
、
謹
ん

で
祭
祀
を
行
い
、
正
道
を
行
き
渡
ら
せ
た
。
王
に
は
補
佐
役
が
い

て
、
規
範
は
行
き
渡
り
、
人
々
は
よ
く
和
し
た
。
そ
こ
で
天
の
よ

き
命
を
拝
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
百
姓
万
民
た
ち
の
中
で
朝
廷
に

従
わ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
先
王
は
率
先
し
て
事
に
あ
た
り
、

相
談
役
に
主
上
を
補
佐
さ
せ
た
。
こ
の
人
は
そ
の
君
を
助
け
て
王

家
王
国
に
勤
労
し
た
。
先
神
・
地
祇
も
こ
れ
に
応
え
て
嘉
し
、
王

家
に
従
う
よ
う
に
さ
せ
た
。
王
国
は
安
寧
と
な
り
、
民
衆
は
大
い

(231) 



に
農
作
業
に
従
事
し
て
、
（
王
と
民
は
）
と
も
に
天
神
を
祭
祀
し
た
。

軍
隊
は
よ
く
編
成
さ
れ
、
軍
備
は
充
実
し
た
。
そ
し
て
、
王
は
天

下
四
方
を
領
有
し
、
遠
方
の
民
も
信
服
し
、
子
孫
は
末
に
至
る
ま

で
先
王
の
恩
恵
を
被
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

至
干
蕨
後
嗣
立
王
、
廼
弗
肯
用
先
王
之
明
刑
、
乃
維
急
急
詈

謳
（
謳
）
脊
教
干
非
葬
。
以
家
相
蕨
室
、
弗
【

7
】
卸
王
邦

王
家
、
維
鍮
徳
用
、
以
問
求
千
王
臣
、
弗
畏
不
恙
（
祥
）
、

不
肯
恵
聖
（
聴
）
亡
睾
之
辟
、
乃
惟
不
訓
（
順
）
是
治
。
我

王
訪
良
言
於
是
【

8
】
人
、
斯
乃
非
休
徳
以
應
、
乃
維
詐
謳⑤

 

（
話
）
以
答
、
卑
（
伸
）
王
之
亡
依
亡
助
。
卑
（
誓
）
如
戎

夫
喬
（
縞
）
用
従
胎
（
禽
）
。
其
猶
克
有
獲
。
是
人
斯
廼
誇
（
證
）

⑤
 

側
（
賊
）
【

9
】
躙
閾

l

‘
以
不
利
厭
辟
厭
邦
。
卑
（
誓
）
如
闘

（
桔
）
夫
之
有
婿
妻
。
日
余
獨
備
（
服
）
在
疲
、
以
自
落
蕨

家
。
婿
夫
有
執
（
通
）
亡
遠
、
乃
含
蓋
善
【
1
0
】
夫
、
善
夫

莫
達
在
王
所
。
乃
惟
有
奉
侯
（
疑
）
夫
、
是
揚
是
縄
、
是
以

為
上
、
是
受
（
授
）
司
事
師
長
。
正
（
政
）
用
迷
乱
、
獄
用

亡
成
。
小
民
用
語
、
亡
用
祀
。
【

11
】
天
用
弗
症
（
保
）
、
婿

夫
先
受
吝
（
珍
）
罰
、
邦
亦
不
盆
゜

そ

す

な

わ

厭
の
後
嗣
の
立
王
に
至
り
て
は
、
廼
ち
肯
え
て
先
王
の
明
刑

あ

い

あ

い

を
用
い
ず
、
乃
ち
維
れ
急
急
と
し
て
非
葬
に
脊
謳
り
脅
教
う
。

そ

み

う

れ

う

す

家
を
以
て
厭
の
室
を
相
、
王
邦
王
家
を
卸
え
ず
、
維
れ
鍮
き

も
ち

徳
を
ば
用
い
、
以
て
王
臣
に
問
求
し
、
不
祥
を
畏
れ
ず
、
肯

む

こ

え
て
亡
皐
の
辟
を
悪
聴
せ
ず
、
乃
ち
惟
れ
順
な
ら
ず
し
て
是

た
ず

れ
治
む
。
我
が
王
、
良
言
を
是
の
人
に
訪
ぬ
る
も
、
斯
ち
乃

こ
た

ち
休
徳
以
て
應
う
る
に
非
ず
し
て
、
乃
ち
維
れ
詐
話
以
て
答

な

な

え
、
王
を
し
て
之
れ
依
る
亡
く
助
け
亡
さ
し
む
。
璧
う
る
に
、

も
っ

戎
夫
の
鶉
り
て
用
て
禽
に
従
う
が
如
し
。
其
れ
猶
お
克
く
獲

す

な

わ

う
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
是
の
人
は
斯
廼
ち
證
賊
＿
娼
嫉
し
て
『

そ

き

み

そ

以
て
蕨
の
辟
・
蕨
の
邦
に
利
あ
ら
ず
。
璧
う
る
に
、
桔
夫
の

媚
妻
有
る
が
如
し
。
余
獨
り
寝
に
服
す
と
日
い
て
、
以
て
自

そ

や

ぶ

な

ら
蕨
の
家
を
落
る
。
媚
夫
適
く
に
有
り
て
遠
ざ
く
る
こ
と
亡

お

お

け
れ
ば
、
乃
ち
善
夫
を
含
蓋
い
、
善
夫
は
王
所
に
達
す
る
こ

と
莫
し
。
乃
ち
惟
れ
疑
夫
を
奉
る
こ
と
有
り
て
、
是
れ
揚
げ

ほ

さ

ず

是
れ
縄
め
、
是
を
以
て
上
と
為
し
、
是
れ
司
事
師
長
を
授
く
。

政
は
用
て
迷
乱
し
、
獄
は
用
て
成
る
亡
し
。
小
民
は
用
て
躊

る
も
、
用
て
祀
る
こ
と
亡
し
。
天
は
用
て
保
ん
ぜ
ず
、
婿
夫

て
ん
ば
つ

先
ん
じ
て
珍
罰
を
受
け
、
邦
も
亦
た
念
皿
な
ら
ず
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
嗣
が
王
と
し
て
立
つ
に
至
る
と
、
進

ん
で
は
先
王
の
正
道
を
行
わ
ず
、
汲
汲
と
し
て
非
道
に
駆
り
立
て

教
え
導
く
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
の
こ
と
を
考
え
る
の
み
で
、
王

家
王
国
の
こ
と
は
気
に
か
け
ず
、
薄
い
徳
で
王
の
臣
下
に
問
責
し
、
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不
祥
を
恐
れ
ず
、
正
し
き
言
葉
に
耳
を
傾
け
ず
、
正
道
に
依
拠
せ

ず
に
統
治
を
行
っ
て
い
る
。
王
が
こ
の
人
物
に
質
問
し
て
も
、
徳

言
で
応
答
せ
ず
、
偽
り
の
言
葉
で
答
え
、
王
に
頼
る
者
や
補
佐
す

る
者
の
な
い
よ
う
に
し
む
け
て
い
る
。
璧
え
る
と
、
農
夫
が
睛
っ

て
狩
り
を
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
（
農
夫
の
能
力
で
）
ど
う
し

て
獲
物
を
捕
ら
え
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
。
こ
う
し
た
人
は
、

他
者
を
妬
み
損
な
い
、
君
主
や
国
家
に
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
。

誓
え
る
と
、
真
面
目
な
夫
に
嫉
妬
深
い
妻
が
い
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
自
分
が
寝
を
独
占
し
て
い
る
と
主
張
し
、
自
ら
家
を
損
な

う
に
至
る
。
こ
う
し
た
嫉
妬
深
い
臣
下
が
近
く
に
い
て
、
こ
れ
を

遠
ざ
け
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
良
臣
を
覆
い
隠
し
、
良
臣
は
王

の
側
に
推
挙
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
不
退
の
臣
下
が
推
挙
さ
れ
、

称
揚
さ
れ
て
上
位
に
つ
き
、
司
事
師
長
と
い
っ
た
重
要
な
官
職
を

授
か
る
。
こ
う
し
て
国
政
は
混
乱
し
、
裁
判
も
適
正
に
行
わ
れ
な

く
な
る
。
民
衆
は
た
だ
願
い
を
祈
る
の
み
で
、
返
礼
の
祭
祀
を
行

わ
な
く
な
る
。
天
は
（
こ
う
し
た
人
物
を
）
安
ら
か
に
は
し
て
お

か
ず
、
そ
こ
で
こ
の
嫉
妬
深
い
臣
下
は
真
っ
先
に
（
天
の
）
厳
罰

を
受
け
、
国
も
安
寧
で
は
い
ら
れ
な
い
。

嗚
呼
、
敬
哉
。
監
干
弦
゜
朕
遺
父
兄
茶
朕
薔
臣
、
夫
明
爾
徳
、

R
 

以
助
余
一
人
憂
。
母
【
1
2
】
惟
爾
身
之
盟
（
螢
）
、
皆
即
爾
邦
、

椴
余
憲
。
既
告
汝
元
徳
之
行
。
卑
（
臀
）
如
主
舟
。
輔
余
干

つ

つ

し

こ

こ

お

よ

嗚
呼
、
敬
ま
ん
か
な
。
絃
に
監
み
よ
。
朕
の
遺
父
兄
茶
び
朕

の
蕪
臣
、
夫
れ
爾
の
徳
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
余
一
人
の

ま

も

な

憂
を
助
け
よ
。
惟
れ
爾
の
身
の
み
之
れ
螢
る
こ
と
母
く
、
皆

の

り

い

た

こ

と

ご

と

な
爾
の
邦
を
卸
え
、
余
の
憲
に
椴
れ
。
既
＜
汝
が
元
徳
の
行

つ
か
さ
ど

を
告
げ
よ
。
璧
う
る
に
舟
を
主
る
が
如
し
。
余
を
瞼
に
輔
け
、

ま

も

は

じ

な

な

か

余
を
清
に
螢
れ
。
祖
考
に
羞
を
作
す
こ
と
母
れ
」
と
。

あ
あ
、
慎
め
よ
。
よ
く
よ
く
考
え
よ
。
我
が
遺
父
兄
、
及
び
我

が
忠
臣
た
ち
よ
、
汝
ら
の
徳
を
発
揮
し
て
、
我
一
人
の
憂
い
を
助

け
よ
。
汝
の
身
の
み
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
汝
の
国
を
憂
え
て
、

我
が
正
道
を
行
え
。
尽
く
汝
の
良
き
徳
の
行
い
を
告
げ
よ
。
璧
え

る
な
ら
ば
、
船
を
操
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
我
を
危
険
か
ら
助

け
、
我
を
安
全
な
場
所
に
守
護
せ
よ
。
祖
先
に
羞
ず
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
」
と
。

冨
g

注
]

①
今
本
は
「
維
正
月
庚
午
」
。

従
い
、
「
月
」
字
を
補
う
。

②
原
注
は
、
「
者
」
字
と
し
、

「月」

字
を
脱
す
る
と
す
る
原
注
に

を
音
通
か
ら

R
 

瞼
、
盟
（
螢
）
余
干
凄
（
清
）
。

哉
。
【
1
3
】
」

（
祖
）
考
脹
（
羞
）

「
庫
」
字
と
す
る
。
さ

母
作
俎
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ら
に
、
周
制
で
は
、
天
子
は
五
門
（
南
か
ら
、
翠
．
庫
・
雉
・

應
•
路
）
で
あ
る
と
し
、
第
二
門
で
あ
る
庫
門
の
外
、
皐
門
の

内
は
天
子
の
外
朝
で
あ
る
と
注
す
る
。

③
「
寡
邑
小
邦
」
に
つ
い
て
、
原
注
は
、
周
が
自
国
を
呼
ぶ
場
合

の
謙
譲
語
と
し
、
「
興
我
小
邦
周
」
（
『
尚
書
』
大
詰
）
や
「
非

我
小
國
敢
七
殷
命
」
（
『
尚
書
』
多
士
）
な
ど
の
例
を
挙
げ
る
。

④
「
薔
」
字
は
、
こ
の
他
、
第
13
簡
の
「
惟
爾
身
之
盟
」
・
「
闊
余

干
惰
」
に
も
み
え
、
原
注
は
「
憬
」
字
に
隷
定
す
る
。
復
旦
読

書
会
は
、
こ
の
箇
所
を
「
榮
」
字
に
隷
定
し
て
「
亡
不
栄
達
」

と
し
、
第
13
簡
の
二
箇
所
は
「
螢
」
字
に
隷
定
し
て
、
「
衛
護
之

義
」
と
す
る
。
難
解
な
箇
所
で
あ
る
が
、
第
13
簡
の
二
箇
所
は

復
旦
説
が
通
り
が
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
復
旦
読
書
会
の
説
に

従
っ
て
釈
読
す
る
。

⑤
復
旦
読
書
会
は
、
上
博
楚
簡
『
容
成
氏
』
第
一
簡
に
「
神
戎
（
農
）

氏
」
と
あ
り
、
「
戎
」
と
「
農
」
は
音
が
近
い
と
し
て
、
「
戎
夫
」

と
は
「
農
夫
」
の
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
今

本
は
「
誓
若
敗
犬
鶉
用
逐
禽
」
で
あ
り
、
犬
の
璧
え
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
「
戎
夫
」
が
「
敗
犬
」
に
誤
写
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

⑥
竹
簡
で
は
「
證
賊
」
の
下
の
二
字
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
今
本

で
は
「
酸
賊
婿
嫉
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
「
婿
嫉
」
の

二
字
を
補
う
。

⑦
「
聘
」
字
の
隷
定
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
原
注
が
「
桔
」
字

と
し
、
「
桔
夫
」
と
は
「
堂
堂
正
正
大
丈
夫
」
で
あ
る
と
す
る
の

に
従
う
。
そ
の
ほ
か
、
「
覺
」
（
復
旦
読
書
会
）
、
「
速
」
（
王
寧
）

な
ど
様
々
な
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

⑧
復
旦
読
書
会
の
説
に
従
い
、
「
螢
」
字
と
し
て
読
む
。
詳
し
く
は

④
参
照
。

⑨
復
旦
読
書
会
の
説
に
従
い
、
「
螢
」
字
と
し
て
読
む
。
詳
し
く
は

④
参
照
。

[
参
考
文
献
]

●
簡
吊
網
(http://www.bsm.org.cn/)

•
宋
華
強
「
清
華
簡
《
皇
門
》
札
記
一
則
」
（
「
簡
吊
網
、
二
O

―
一
年
二
月
二
日
」
）

•
王
寧
「
説
清
華
簡
《
皇
門
》
中
的

I
I

靭
I
I字
」
（
「
簡
吊
網
、

二
0
-
―
年
二
月
十
日
」
）

•
宋
華
強
「
清
華
簡
《
皇
門
》
札
記
一
則
補
正
」
（
「
簡
吊
網
、

二
0
-
―
年
二
月
二
八
日
」
）

・
黄
懐
信
「
清
華
簡
《
皇
門
》
校
読
」
（
「
簡
吊
網
、
二

O
-
―

年
三
月
十
四
日
」
）

●
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心

(http://www.gwz.fud~n.edu.cn) 

•
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
研
究
生
読
書
会
「
清
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華
簡
《
皇
門
》
研
読
札
記
」
（
「
復
旦
網
、
二

O

五
日
」
）

•
陳
剣
「
清
華
簡
《
皇
門
》

I
I栂

I
I字
補
説
」
（
「
復
旦
網
、
二O

二
月
四
日
」
）

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
登
）
』
の
『
皇
門
』
釈
文
の
前
に
附

せ
ら
れ
た
【
説
明
】
で
は
、
本
篇
の
内
容
を
、
次
の
よ
う
に
概
括

し
て
い
る
。

竹
簡
本
『
皇
門
』
の
「
公
若
日
」
の
「
公
」
は
、
今
本
で
は
「
周

公
」
と
な
っ
て
お
り
、
内
容
か
ら
判
断
し
て
も
、
竹
簡
本
が
指

し
て
い
る
の
は
周
公
で
あ
る
。
竹
簡
本
は
、
周
公
が
群
臣
望

族
に
対
し
、
歴
史
を
鑑
と
し
て
進
言
や
賢
人
の
推
薦
を
行
い
、

王
の
国
家
統
治
を
助
け
る
よ
う
訓
戒
す
る
と
と
も
に
、
公
を

無
視
し
て
私
に
は
し
る
行
為
を
排
撃
し
た
も
の
で
、
実
に
得

難
い
周
初
の
政
治
関
係
の
文
献
で
あ
る
。
竹
簡
本
は
戦
国
時

代
の
写
本
で
は
あ
る
が
、
使
用
さ
れ
て
い
る
語
句
の
多
く
は

『
尚
書
』
中
の
周
書
諸
篇
や
周
初
の
金
文
と
類
似
す
る
。
例

え
ば
、
周
を
謙
遜
し
て
「
小
邦
」
（
今
本
で
は
漢
の
高
祖
の
緯

を
避
け
て
「
小
国
」
と
な
っ
て
い
る
）
と
す
る
な
ど
、
み
な

一
、
清
華
簡
『
皇
門
』
の
内
容

年
一
月

周
初
の
慣
用
句
で
あ
り
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
ま
さ
に
西

周
の
文
献
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

竹
簡
本
『
皇
門
』
と
今
本
と
を
比
較
す
る
と
異
な
る
部
分

が
多
い
。
最
も
顕
著
な
の
は
集
会
の
場
所
が
「
者
（
庫
）
門
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
今
本
で
は
「
左
問
門
」
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
周
制
で
は
、
天
子
は
五
門
で
、
庫
門
の
外
、

皐
門
の
内
は
天
子
の
外
朝
が
あ
り
、
周
公
が
組
織
の
集
会
を

こ
こ
で
行
っ
た
こ
と
も
理
に
適
う
。
（
下
略
）

右
の
【
説
明
】
に
基
づ
き
つ
つ
、

内
容
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

以
下
、

よ
り
詳
細
に
本
篇
の

い
た

本
篇
の
冒
頭
に
は
、
「
維
れ
正
[
月
]
庚
午
ヽ
公
ヽ
庫
門
に
格
る
」

の
よ
う
に
、
時
・
人
物
・
場
所
を
示
す
一
文
が
み
え
る
。
そ
こ
で

ま
ず
、
『
皇
門
』
の
場
面
構
成
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

人
物
（
「
公
」
）
に
つ
い
て
【
説
明
】
は
、
周
公
旦
を
指
す
と
す

る
。
今
本
で
は
「
周
公
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
主
な
理
由
で

あ
り
、
ま
た
内
容
上
も
合
致
す
る
と
い
う
。
「
公
」
に
つ
い
て
は
、

「
公
、
庫
門
に
格
る
」
の
ほ
か
、
「
公
若
く
日
く
」
と
の
表
記
も
み

え
る
。
『
尚
書
』
君
爽
や
立
政
で
は
、
「
周
公
若
く
日
く
」
と
し
て
、

1

清
華
簡
『
皇
門
』
の
場
面
構
成
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こ
う
し
た
例
か
ら
み
て
も
、

と
は
周
公
旦
を
指
す
と
み
て

周
公
旦
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
説
明
】
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
公
」

問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「
庫
門
」
に
つ
い
て
【
説
明
】
は
、
天
子
の
五
門
の
一
っ

で
あ
る
「
庫
門
」
を
指
す
と
す
る
。
こ
れ
は
『
礼
記
』
明
堂
位
の

疏
に
み
え
る
「
天
子
五
門
、
翠
．
庫
・
雉
•
應
•
路
」
を
踏
ま
え

た
も
の
で
、
【
説
明
】
は
さ
ら
に
、
庫
門
は
第
二
門
で
、
庫
門
の
外
、

攀
門
の
内
は
天
子
の
外
朝
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
場
所
が
内
朝
と

外
朝
の
狭
間
に
あ
る
特
殊
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
今

本
で
は
「
左
問
門
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
左
」
字
は
「
在
庫
門
」

（
清
華
簡
）
の
「
在
」
字
が
誤
写
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
「
庫

門
」
が
今
本
で
は
「
問
門
」
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
原
注
に
従
い
、
周
公
旦
の
演
説
の
場

所
を
「
庫
門
」
と
考
え
て
お
く
。

で
は
、
周
公
旦
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
を
対
象
に
演
説
を
行
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
朕
の
寡
邑
小
邦
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
そ
れ

は
周
の
国
内
に
向
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

お

よ

じ

ん

し

ん

「
朕
の
遺
父
兄
衆
び
朕
の
藍
臣
」
と
も
あ
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、

よ
り
具
体
的
に
は
周
の
血
族
や
近
臣
た
ち
を
対
象
と
し
た
も
の
で

は

じ

な

あ
ろ
う
。
末
尾
に
、
「
祖
考
に
羞
を
作
す
こ
と
母
れ
」
と
、
周
の
祖

先
に
恥
ぬ
よ
う
に
戒
め
る
文
句
が
見
え
る
こ
と
も
そ
れ
を
裏
付
け

る。

そ
れ
で
は
、
こ
の
演
説
は
何
時
行
わ
れ
た
（
或
い
は
、
行
わ
れ

た
と
い
う
設
定
で
書
か
れ
て
い
る
）
の
で
あ
ろ
う
か
。
冒
頭
に
は
、

「
正
[
月
]
庚
午
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ヽ
残
念
な
が
ら
歳
に

関
す
る
記
述
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
絶
対
年
代
は
不
明
で

あ
る
。
今
本
『
竹
書
紀
年
』
に
は
、
「
庚
午
、
周
公
詰
諸
侯
干
皇
門
」

と
あ
り
、
こ
れ
を
成
王
元
年
の
こ
と
と
す
る
。
こ
の
記
述
と
併
せ

て
考
え
る
な
ら
ば
、
『
皇
門
』
の
演
説
は
、
武
王
が
急
逝
し
て
幼
少

の
成
王
が
即
位
す
る
と
い
う
混
乱
を
背
景
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
今
本
『
竹
書
紀
年
』
に
つ
い
て
は

資
料
上
の
問
題
も
あ
り
、
こ
れ
を
確
か
な
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
周
公
が
周
の
血
族
や
近
臣
に
訓
戒
を

施
す
と
い
う
内
容
か
ら
み
て
、
周
公
が
幼
い
成
王
に
代
わ
っ
て
摂

政
を
行
っ
た
時
期
の
発
言
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
清
華
簡
『
皇
門
』
は
、
周
公
旦
が
幼
い

成
王
を
代
行
し
て
摂
政
を
行
っ
た
時
期
に
、
庫
門
に
お
い
て
行
っ

た
周
の
血
族
・
近
臣
へ
の
訓
辞
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
公
旦
の
演
説
の
内
容

で
は
次
に
、
周
公
旦
の
演
説
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

周
公
旦
の
演
説
部
分
は
、
以
下
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
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①
周
公
旦
の
嘆
き
の
言
莱

②
夏
・
殷
の
歴
史
に
関
す
る
言
及
（
前
半
・
後
半
）

③
周
公
旦
の
訓
辞

ま
ず
最
初
に
、
周
の
長
老
た
ち
に
向
け
て
、
周
公
が
不
満
を
も

ら
す
の
が
①
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
老
た
ち
が
藩
塀
と
な
っ
て
自

分
を
補
佐
せ
ず
、
ま
た
徳
に
よ
っ
て
自
分
を
教
え
導
い
て
く
れ
な

い
た
め
、
自
分
み
ず
か
ら
「
明
刑
」
を
も
ち
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
下
文
に
は
、
「
先
王
之
明
刑
」

と
い
う
表
現
も
み
え
て
お
り
、
こ
れ
は
古
え
の
英
明
な
王
た
ち
（
こ

こ
で
は
夏
・
殷
）
の
訓
戒
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
続
く
②
で
は
、
「
昔
の
二
有
國
」
、
す
な
わ
ち
夏
・
殷
二

国
の
歴
史
を
例
に
挙
げ
、
臣
下
の
あ
り
方
に
つ
い
て
説
く
。

ま
ず
前
半
部
で
は
、
「
廼
ち
惟
れ
大
門
宗
子
通
臣
、
懲
め
て
嘉
徳

を
揚
げ
、
費
を
有
つ
に
迄
り
、
以
て
厭
の
辟
を
助
け
、
勤
め
て
王

う
れ

邦
王
家
を
卸
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
君
主
を
補
佐
す
る

賢
臣
た
ち
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
夏
・
殷
と
も
に
、
初
期
の

頃
は
、
「
大
門
宗
子
」
と
い
っ
た
王
の
血
族
、
及
び
「
遁
臣
」
（
近

臣
）
た
ち
が
先
王
の
徳
（
「
嘉
徳
」
）
を
継
承
し
、
王
家
王
国
の
こ

と
を
第
一
に
考
え
て
王
を
補
佐
し
て
い
た
と
す
る
。
臣
下
た
ち
は

「
言
を
王
所
に
猷
ず
」
の
よ
う
に
、
進
言
に
よ
っ
て
王
を
助
け
た

が
、
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
の
が
、
「
廼
ち
芳
く
求
め
て
元
武
・

す
す

聖
夫
を
選
揮
し
、
王
所
に
羞
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
広
く
賢
者
を

求
め
て
、
優
秀
な
人
材
を
王
の
も
と
に
推
挙
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
推
挙
さ
れ
た
賢
臣
は
、
「
明
祀
を
恭
し
く
し
、
明
刑
を
敷

く
」
な
ど
の
政
務
を
行
っ
て
王
を
補
佐
し
、
そ
の
結
果
、
「
天
の
魯

も

つ

な

き
命
を
承
け
、
百
姓
萬
民
は
用
て
王
廷
に
擾
比
せ
ざ
る
は
亡
し
」

と
、
天
の
承
認
を
受
け
て
、
百
姓
や
万
民
も
王
に
従
う
な
ど
の
理

想
的
状
態
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
。

も

っ

た

す

ま
た
、
「
先
王
は
用
て
勧
有
り
て
、
賓
を
以
て
上
を
佑
く
。
是
の

す

な

わ

そ

き

み

人
斯
ち
厭
の
辟
を
助
け
て
、
王
邦
王
家
に
勤
勢
す
」
と
あ
る
の
も
、

人
材
登
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
外
国
か
ら
招
か
れ
た
「
賓
」

た
ち
も
、
王
国
を
第
一
に
考
え
て
王
を
補
佐
し
た
と
い
う
。
そ
し

も
っ

て
こ
う
し
た
人
物
が
王
家
王
国
を
支
え
る
こ
と
で
、
「
王
は
用
て
能

く
四
邸
を
奄
有
し
、
遠
土
も
不
一
承
し
、
子
孫
は
用
て
末
ま
で
先
王

の
耽
光
を
被
る
」
と
、
王
が
天
下
を
領
有
し
、
子
孫
も
そ
の
恩
恵

を
被
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
前
半
部
で
は
、
賢
臣
が
王
を
補
佐
す
る
こ
と
で
国
家

が
円
滑
に
統
治
さ
れ
た
と
す
る
君
臣
関
係
の
理
想
型
が
語
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
「
厭
の
後
嗣
の
立
王
に
至
り
て
は
…
」
以

下
の
後
半
部
で
は
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
こ
う
し
た
理
想
的
状

態
が
崩
れ
、
暗
愚
な
侯
臣
が
横
行
す
る
世
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
強
調
さ
れ
る
。

す
な
わ

「
蕨
の
後
嗣
の
立
王
に
至
り
て
は
、
廼
ち
肯
え
て
先
王
の
明
刑
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あ
い

女
い
し

を
用
い
ず
、
乃
ち
維
れ
急
急
と
し
て
非
葬
に
脊
謳
り
晋
教
う
」
と

あ
る
よ
う
に
、
後
世
の
王
た
ち
は
、
先
王
の
常
道
で
あ
る
「
明
刑
」

に
の
っ
と
ら
ず
、
非
道
の
道
（
「
非
葬
」
）
に
民
衆
を
駆
り
立
て
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
失
政
に
拍
車

を
か
け
た
の
が
、
倭
臣
の
横
行
で
あ
る
。
「
善
夫
は
王
所
に
達
す
る

こ
と
莫
し
」
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
良
き
人
材
（
「
善

夫
」
）
が
王
の
身
辺
に
推
挙
さ
れ
ず
、
逆
に
無
能
の
臣
下
が
朝
廷
に

は
び
こ
る
こ
と
で
、
政
治
は
混
乱
を
極
め
た
と
い
う
。
周
公
旦
は
、

も
つ

こ
の
状
況
を
「
璧
う
る
に
戎
夫
の
瞬
り
て
用
て
禽
に
従
う
が
如
し
。

其
れ
猶
お
克
く
獲
う
る
こ
と
有
ら
ん
や
」
と
、
農
夫
（
「
戎
夫
」
）

が
瞬
り
高
ぶ
り
、
分
を
越
え
て
狩
猟
を
行
う
様
に
臀
え
、
こ
れ
で

は
成
果
な
ど
得
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
と
痛
烈
に
批
判
す
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
翡
は
、
良
き
人
材
を
覆
い
隠
し
、
「
乃
ち
惟
れ
疑
夫
を
奉

ほ

る
こ
と
有
り
て
、
是
れ
揚
げ
是
れ
縄
め
、
是
を
以
て
上
と
為
し
、

さ
ず

是
れ
司
事
師
長
を
授
く
」
と
、
侯
臣
は
侯
臣
を
よ
ん
で
上
位
の
役

も

つ

も

っ

職
を
独
占
し
、
そ
の
結
果
「
政
は
用
て
迷
乱
し
、
獄
は
用
て
成
る

な

こ
と
亡
し
」
と
、
政
治
は
大
い
に
混
乱
し
た
と
述
べ
る
。

要
す
る
に
②
で
は
、
当
初
は
皆
が
王
家
を
第
一
に
考
え
て
献
言

や
賢
人
の
推
挙
を
行
っ
て
い
た
も
の
の
、
後
世
、
王
家
が
顧
み
ら

れ
ず
、
倭
臣
が
は
び
こ
っ
て
国
家
が
混
乱
し
た
夏
・
殷
の
歴
史
を

例
に
挙
げ
、
周
国
は
こ
う
し
た
轍
を
踏
ま
ぬ
よ
う
戒
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

③
は
、
以
上
を
総
括
し
て
発
し
た
周
公
旦
の
訓
辞
で
あ
る
。
周

つ

つ

し

こ

こ

公
旦
は
、
「
嗚
呼
、
敬
ま
ん
か
な
。
絃
に
監
み
よ
」
と
、
夏
・
殷
の

歴
史
を
教
訓
に
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
「
朕
の
遺
父

お

よ

じ

ん

し

ん

兄
茶
び
朕
の
蓋
臣
、
夫
れ
爾
の
徳
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
余
一

人
の
憂
を
助
け
よ
」
と
、
周
の
父
兄
や
臣
下
に
対
し
て
、
各
々
の

力
を
尽
く
し
て
、
自
分
を
補
佐
す
る
よ
う
懇
願
す
る
。
「
余
を
瞼
に

ま
も

輔
け
、
余
を
清
に
営
れ
」
と
述
べ
る
そ
の
口
調
は
、
あ
た
か
も
周

公
旦
が
王
と
し
て
発
言
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

祖
先
に
恥
を
な
す
こ
と
の
な
い
よ
う
戒
め
、
周
公
旦
は
一
連
の
演

説
を
結
ぶ
。

周
公
旦
の

以
上
が
周
公
旦
の
演
説
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
は
繰
り

返
し
周
王
室
へ
の
助
力
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
王
ヘ

の
助
言
や
賢
人
の
推
挙
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
王
家

を
補
佐
す
る
賢
人
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
誓
え
を
交
え

つ
つ
何
度
も
言
及
さ
れ
、
こ
れ
は
本
篇
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
っ

と
い
え
る
。
『
史
記
』
魯
周
公
世
家
に
は
、
周
公
が
封
地
の
魯
に
向

か
う
子
の
伯
禽
に
対
し
、
賢
人
に
は
丁
重
に
応
対
せ
よ
と
の
訓
戒

を
施
す
場
面
も
み
え
（
注
2
)
、
周
公
旦
は
尚
賢
を
非
常
に
重
視
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
篇
も
こ
う
し
た
流
れ
に
繋
が
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
本
篇
全
体
を
通
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
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『
逸
周
書
』
は
、
古
風
な
文
体
で
あ
る
こ
と
や
、
多
く
の
文
字

の
乱
れ
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
解
読
が
困
難
な
文
献
で
あ
っ

四
、
清
華
簡
『
皇
門
』
発
見
の
意
義
と
今
後
の
研
究

立
場
で
あ
る
。
本
篇
に
お
け
る
周
公
旦
の
発
言
中
に
は
、
「
朕
位
に

な

屏
た
る
こ
と
有
る
蔑
く
」
・
「
以
て
余
一
人
の
憂
を
助
け
よ
」
・
「
余

ま
も

を
瞼
に
輔
け
、
余
を
清
に
営
れ
」
な
ど
、
あ
た
か
も
周
公
旦
が
王

で
あ
る
か
の
よ
う
な
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
。
周
公
旦
が
幼
い
成
王

の
言
葉
を
代
弁
し
た
と
の
見
方
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

例
え
ば
『
尚
書
』
大
詰
や
康
詰
に
は
「
王
若
く
日
く
」
と
あ
り
、

こ
れ
に
続
け
て
周
公
旦
が
成
王
の
言
葉
を
代
弁
す
る
か
た
ち
を
と

っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
尚
書
』
多
方
で
は
、
「
周
公
日
く
、
王
若
く

日
く
」
と
な
っ
て
お
り
、
周
公
旦
が
王
の
言
葉
を
代
行
し
た
こ
と

が
形
式
上
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
清
華
簡
『
皇
門
』
の
場
合
、

「
公
若
く
日
く
」
と
あ
る
の
み
な
の
で
、
や
は
り
こ
れ
は
周
公
の

発
言
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
『
史
記
』
魯
周
公
世
家
・
燕
召
公
世

家
や
『
礼
記
』
文
王
世
子
に
は
、
周
公
旦
が
践
昨
し
た
と
の
記
載

も
あ
り
、
古
来
よ
り
周
公
旦
が
王
位
に
就
い
た
の
か
否
か
と
い
う

点
に
は
様
々
な
見
方
が
あ
る
。
清
華
簡
『
皇
門
』
に
み
え
る
周
公

旦
の
言
動
は
、
こ
う
し
た
議
論
を
再
燃
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

た
。
皇
門
篇
も
ま
た
そ
の
―
つ
で
あ
る
が
、
【
説
明
】
が
「
竹
簡
本

は
（
今
本
と
比
べ
て
）
相
対
的
に
文
義
が
通
り
、
明
ら
か
に
今
本

よ
り
優
れ
て
い
て
、
今
本
の
多
く
の
錯
誤
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
清
華
簡
『
皇
門
』
の
出
現
に

よ
っ
て
理
解
が
可
能
と
な
っ
た
箇
所
は
多
く
存
在
す
る
。
清
華
簡

『
皇
門
』
発
見
の
意
義
は
、
ま
ず
こ
の
点
に
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
の
発
見
は
、
『
逸
周
書
』
と
い
う
資
料
の
見
方
に
関
し

て
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
従
来
、
『
逸
周
書
』
は
資
料
的
信
憑

性
に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
、
あ
ま
り
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と

の
な
い
文
献
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
清
華
簡
第
一
分
冊
に

は
、
今
本
『
逸
周
書
』
中
の
皇
門
篇
・
祭
公
篇
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容

を
も
つ
清
華
簡
『
皇
門
』
・
『
祭
公
之
顧
命
』
、
そ
し
て
『
逸
周
書
』

程
膳
篇
と
深
い
関
連
が
認
め
ら
れ
る
清
華
簡
『
程
病
』
の
計
三
篇

が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
今
本
『
逸
周

書
』
の
中
に
、
戦
国
中
期
以
前
に
遡
る
こ
と
の
で
き
る
古
文
献
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
同
様
に
、
そ
の
他
の

諸
篇
の
中
に
も
古
い
由
来
を
も
つ
も
の
が
存
在
す
る
可
能
性
は
高

く
、
清
華
簡
『
皇
門
』
の
発
見
は
、
『
逸
周
書
』
と
い
う
文
献
に
対

し
て
も
大
き
な
見
直
し
を
迫
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
清
華
簡
『
皇
門
』
を
『
逸
周
書
』
の
一
篇
と
い

う
旧
来
の
枠
組
み
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
も
、
今
後
は
必

要
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
分
冊
の
中
に
は
、
周
の
文
王
の
受
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命
や
遺
言
を
伝
え
る
『
程
病
』
・
『
保
訓
』
、
周
公
旦
に
関
連
す
る

『
者
夜
』
・
『
金
膝
』
・
『
皇
門
』
、
周
の
穆
王
に
仕
え
た
祭
公
の
遺

言
で
あ
る
『
祭
公
之
顧
命
』
な
ど
、
周
の
歴
史
に
関
す
る
文
献
が

多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
旧
来
の
枠
組
み
で
は
、
『
金
膝
』
は
『
尚
書
』

中
の
一
篇
、
『
皇
門
』
は
『
逸
周
書
』
中
の
一
篇
と
い
う
区
分
け
が

存
在
す
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
書
籍
を
所
持
し
て
い
た
人
物
に
と

っ
て
は
、
い
ず
れ
も
周
国
の
歴
史
関
係
の
記
録
と
し
て
認
識
さ
れ

る
の
み
で
、
両
者
の
間
に
大
き
な
区
別
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。
と
り
わ
け
『
皇
門
』
は
、
今
本
『
尚
書
』
中
の
周
書
諸
篇
と

形
式
や
語
彙
の
面
で
、
非
常
に
関
連
が
深
い
。
例
え
ば
、
清
華
簡

『
皇
門
』
で
は
、
前
述
の
如
く
「
公
若
く
日
く
」
と
い
う
言
葉
に

続
け
て
周
公
旦
の
発
言
が
記
さ
れ
て
い
た
。
同
様
の
例
は
、
『
尚
書
』

君
爽
や
立
政
に
「
周
公
若
く
日
く
」
と
み
え
る
。
ま
た
、
総
括
部

分
の
「
嗚
呼
、
敬
哉
。
監
干
絃
」
と
い
う
表
現
は
、
『
尚
書
』
君
爽

の
「
嗚
呼
、
君
。
罪
其
監
干
絃
」
と
近
似
し
て
お
り
、
全
体
と
し

て
『
尚
書
』
の
形
式
に
近
い
形
を
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
語
彙

も
つ

の
面
で
は
、
「
蕨
の
」
・
「
用
て
」
な
ど
、
『
尚
書
』
に
常
見
す
る
古

語
が
多
用
さ
れ
、
ま
た
「
非
葬
」
（
酒
詰
．
呂
刑
）
、
「
（
先
）
哲
王
」

（
召
詰
）
、
「
歌
光
」
（
立
政
）
、
「
立
王
」
（
無
逸
）
、
「
祖
考
」
（
酒

詰
）
な
ど
、
『
尚
書
』
中
に
共
通
な
い
し
は
類
似
す
る
熟
語
を
見
出

せ
る
も
の
も
多
い
。
仮
に
『
皇
門
』
が
『
尚
書
』
中
の
一
篇
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
別
段
何
の
違
和
感
も
感
じ
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。

『
尚
書
』
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
『
皇

門
』
を
含
む
清
華
簡
の
発
見
は
、
こ
う
し
た
大
き
な
問
題
に
対
し

て
も
、
何
ら
か
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
。
今
後
も
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
を
期
待
し
た
い
。

(
1
)

清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
編
・
李
学
勤
主
編
『
清
華

大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
登
）
』
（
中
西
書
局
、
二
0
1
0
年
十
二
月
）

(
2
)
『
史
記
』
魯
周
公
世
家
で
は
、
周
公
が
子
の
伯
禽
に
、
「
我
は
一
沐

に
三
た
び
髪
を
捉
り
、
一
飯
に
三
た
び
哺
を
吐
き
、
起
ち
て
以
て
士

を
待
つ
。
猶
お
天
下
の
賢
人
を
失
わ
ん
こ
と
を
恐
る
。
子
、
魯
に
之

か
ば
、
慎
み
て
國
を
以
て
人
に
瞬
る
こ
と
無
か
れ
」
と
語
る
場
面
が

あ
り
、
周
公
旦
の
賢
人
尊
重
の
姿
勢
が
窺
え
る
。

付
録
、
清
華
簡
『
皇
門
』
・
『
逸
周
書
』
皇
門
篇
対
照
表

『
逸
周
書
』
の
本
文
は
、
黄
懐
信
等
『
逸
周
書
彙
校
集
注
』
（
上

海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
七
年
）
に
依
拠
し
た
が
、
清
華
簡
と
対

注
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『
逸
周
書
』
皇
門
篇

維
正
月
庚
午
、
周
公
格
左
閏

門
會
草
門
。
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公
若
日
、
「
嗚
呼
、
朕
寡
邑
小
日
、
「
嗚
呼
。
下
邑
小
國
、
克

邦
、
蔑
有
醤
考
慮
事
屏
朕
位
、
有
考
老
披
屏
位
、
建
沈
人
、

陣
朕
沖
人
非
敢
不
用
明
刑
。
惟
非
不
用
明
刑
。
維
其
開
告
干

莫

開

余

嘉

徳

之

説

。

予

嘉

徳

之

説

。
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今
我
菩
小
干
大
。
我
聞
昔
在
二
命
我
辟
王
小
至
干
大
。
我
聞

有
國
之
哲
王
、
則
不
恐
干
即
。
在
昔
有
國
誓
王
之
不
緩
干
卸
、

廼
惟
大
門
宗
子
適
臣
、
懲
揚
嘉
乃
維
其
有
大
門
宗
子
勢
臣
、

徳
、
迄
有
賓
、
以
助
厭
辟
‘
勤
内
不
茂
揚
粛
徳
、
詑
亦
有
学
、

即
王
邦
王
家
。
廼
芳
求
選
揮
元
以
助
蕨
辟
、
勤
王
國
王
家
。

武

聖

夫

、

羞

干

王

所

。

乃

方

求

論

揮

元

聖

武

夫

、

羞

干
王
所
。
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自
盛
臣
至
干
有
分
私
子
、
荀
克
其
善
臣
以
至
干
有
分
私
子
、

有
諒
、
亡
不
榮
達
、
猷
言
在
王
荀
克
有
常
、
岡
不
允
通
、
咸

所

。

猷

言

在

干

王

所

。
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是
人
斯
助
王
、
恭
明
祀
、
敷
明
人
斯
是
助
王
、
恭
明
祀
、
敷

刑
。
王
用
有
監
、
多
憲
政
命
、
明
刑
。
王
用
有
監
、
明
憲
朕

用
克
和
有
成
。
王
用
能
承
天
之
命
、
用
克
和
有
成
。
用
能
承

清
華
簡
『
皇
門
』

維
正
[
月
]
庚
午
ヽ
公
格
在
庫
門
o

照
さ
せ
る
た
め
、
句
読
点
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
）

魯
命
、
百
姓
萬
民
用
亡
不
擾
比
天
緞
命
、
百
姓
兆
民
用
岡
不

在
王
廷
。
先
王
用
有
勧
、
以
賓
茂
在
王
庭
。
先
用
有
勧
、
永

佑
干
上
。
是
人
斯
既
助
蕨
辟
、
有
口
干
上
下
。
人
斯
既
助
厭
‘

勤

努

王

邦

王

家

。

勤

努

王

家

。
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先
神
祇
復
式
用
休
、
伸
服
在
蕨
先
人
神
祇
報
職
用
休
、
伸
嗣

家
。
王
邦
用
盆
、
小
民
用
椴
能
在
蕨
家
。
王
國
用
寧
、
小
人

稼
穂
、
井
祀
天
神
。
戎
兵
以
能
用
格
口
能
稼
稿
、
咸
祀
天
神
。

興
、
軍
用
多
賞
。
王
用
能
奄
有
戎
兵
克
慎
、
軍
用
克
多
。
王

四
郡
、
遠
土
不
一
承
、
子
孫
用
末
用
奄
有
四
郡
、
遠
土
不
＿
承
、

被

先

王

之

耽

光

。

萬

子

孫

用

末

被

先

王

之

霊

光

。
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至
干
厭
後
嗣
立
王
、
廼
弗
肯
用
至
干
蕨
後
嗣
、
弗
見
先
王
之

先
王
之
明
刑
、
乃
維
急
急
脅
謳
明
刑
、
維
時
及
脅
學
干
非
夷
。

脊
教
干
非
葬
。
以
家
相
厭
室
、
以
家
相
蕨
室
、
弗
卸
王
國
王

弗
卸
王
邦
王
家
、
維
鍮
徳
用
、
家
、
維
徳
是
用
、
以
昏
求
臣
、

以
問
求
干
王
臣
、
弗
畏
不
祥
、
作
威
不
祥
、
不
屑
恵
聴
無
睾

不
肯
恵
聴
亡
皐
之
辟
、
乃
惟
不
之
乱
辟
、
是
羞
干
王
。
王
阜

順
是
治
。
我
王
訪
良
言
於
是
人
、
良
、
乃
惟
不
順
之
言
。
干
是

斯
乃
非
休
徳
以
應
、
乃
維
詐
訴
人
斯
乃
非
維
直
以
應
、
維
作

以
答
、
伸
王
之
亡
依
亡
助
。
匪
以
封
、
伸
無
依
無
助
。
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璧
如
戎
夫
翡
用
従
禽
。
其
猶
克
臀
若
敗
犬
縞
用
逐
禽
。
其
猶

有
獲
。
是
人
斯
廼
證
賊
暉
圏
‘
不
克
有
獲
。
是
人
斯
乃
談
賊

以

不

利

蕨

辟

厭

邦

。

媚

嫉

、

以

不

利

干

蕨

家

國

゜
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璧
如
楷
夫
之
有
媚
妻
。
日
余
獨
璧
若
匹
夫
之
有
婚
妻
、
日
「
予

服
在
寝
、
以
自
落
蕨
家
。
婿
夫
獨
服
在
疲
、
以
自
露
厭
家
。

有
通
亡
遠
、
乃
奔
蓋
善
夫
、
善
媚
夫
有
適
無
遠
、
乃
食
蓋
善

夫
莫
達
在
王
所
。
乃
惟
有
奉
疑
夫
。
伸
莫
通
在
干
王
所
。
乃

夫
、
是
揚
是
縄
、
是
以
為
上
、
維
有
奉
狂
夫
、
是
陽
是
縄
、

是
授
司
事
師
長
。
政
用
迷
乱
、
是
以
為
上
、
是
授
司
事
干
正

獄
用
亡
成
。
小
民
用
諸
、
亡
用
長
。
命
用
迷
乱
、
獄
用
無
成
。

祀
。
天
用
弗
保
、
婿
夫
先
受
珍
小
民
率
稲
、
保
用
無
用
。
壽

罰

、

邦

亦

不

盆

。

亡

以

嗣

、

天

用

弗

保

、

媚

夫

先
受
珍
罰
、
國
亦
不
寧
。
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嗚
呼
、
敬
哉
。
監
千
絃
°
朕
遺
嗚
呼
、
敬
哉
。
監
干
絃
゜
朕

父
兄
茶
朕
蓋
臣
、
夫
明
爾
徳
、
維
其
及
、
朕
盤
臣
、
夫
明
爾

以
助
余
一
人
憂
。
母
惟
爾
身
之
徳
、
以
助
予
一
人
憂
。
無
維

螢
、
皆
卸
爾
邦
、
椴
余
憲
。
既
乃
身
之
暴
皆
卸
、
爾
椴
予
徳

告
汝
元
徳
之
行
。
替
如
主
舟
。
憲
、
資
告
予
元
。
璧
若
衆
敗
、

輔
余
干
瞼
、
螢
余
干
清
。
母
作
常
扶
予
瞼
、
乃
而
予
干
渭
゜

祖

考

羞

哉

。

」

汝

無

作

。

」
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